
「

戦

争

し

な

い

国

」

か

ら

「

戦

争

す

る

国

」

へ

 
「

民

が

代

」

か

ら

「

君

が

代

」

へ

 

「

自

由
･

人

権

の

国

」

か

ら

「

盗

聴

す

る

国

」

へ

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

→

こ

れ

を

、

あ

な

た

は

許

し

ま

す

か

？

 

 

花

子

「

お

父

さ

ん

、

新

聞

に

《

小

渕

恵

三

、

鬼

よ

り

怖

い

、

に

っ

こ

り

笑

っ

て

悪

法

通

す

》

と

あ

っ

た

け

れ

ど

、

何

の

こ

と

？

」

 

  

父

 

「

そ

の

意

味

は

ネ

、
《

新

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

法

》
《

君

が

代

・

日

の

丸

法

制

化

》
《

盗

聴

法

 
 

 

案

》
《

憲

法

調

査

会

設

置

法

案

》
《

国

民

総

背

番

号

法

案

》

な

ど

の

悪

法

を

、

ニ

コ

ニ

 
 

 

コ

し

な

が

ら

、

一

気

に

成

立

さ

せ

よ

う

と

し

て

い

る

小

渕

内

閣

の

恐

ろ

し

い

本

質

を

突

 
 

 

い

た

ペ

ー

ソ

ス

だ

よ

。
」

 

 

太

郎

「

今

、
《

悪

法

》

と

言

っ

た

け

れ

ど

、

ど

こ

が

悪

い

の

…

」

 

  

父

 

「

そ

れ

は

ね

、

日

米

安

保

《

新

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

関

連

法

》

は

、

米

国

が

ア

ジ

ア

や

そ

の

周

辺

で

戦

争

を

始

め

る

と

、
自

動

的

に

、
日

本

の

自

衛

隊

や

、
都

道

府

県

市

町

村

も

、

民

間

も

、

そ

れ

に

協

力

（

参

戦

）

さ

せ

ら

れ

る

、

と

い

う

も

の

だ

よ

。

 

 
 

 
 

つ

ま

り

、
平

和

憲

法

で

、
《

戦

争

を

し

な

い

国

》
だ

っ

た

日

本

が

、
新

ガ

イ

ド

ラ

イ

 
 

 

ン

法

で

、
《

戦

争

す

る

国

》

に

な

っ

て

し

ま

っ

た

の

だ

よ

。

 

 
 

 
 

お

父

さ

ん

は

、

お

前

達

の

将

来

が

心

配

で

大

反

対

し

た

の

だ

が

…

。

あ

れ

は

、

日

本

を

戦

争

に

引

き

込

む

悪

法

で

、

最

悪

の

憲

法

違

反

だ

よ

。
」

 

 

花

子

「

じ

ゃ

、

君

が

代

・

日

の

丸

の

法

制

化

は

？

」

 

  

父

 

「

反

対

に

聞

く

け

ど

、

今

、

日

本

の

主

権

者

（

主

人

公

）

は

誰

な

の

？

」
 

 

太

郎

「

え

ー

と

、

今

は

、

民

主

主

義

だ

か

ら

《

国

民

》

か

な

。
」

 

  

父

 

「

そ

の

通

り

。

国

民

が

、

日

本

国

の

ご

主

人

だ

か

ら

、

日

本

の

国

は

、

私

た

ち

国

民

の

も

の

で

、

天

皇

の

も

の

（

天

皇

の

国

）

で

は

な

い

よ

ね

。

だ

か

ら

、
《

君

が

代

》

で

は

な

く

、
《

民

が

代

》

だ

ね

。
《

君

が

代

》

法

制

化

の

間

違

い

は

、

こ

れ

だ

け

で

十

分

。
」

 

 

太

郎

・

花

子

「

分

か

る

よ

。

じ

ゃ

《

君

が

代

》

法

制

化

は

、

私

た

ち

国

民

の

国

を

、

天

皇

の

国

に

変

え

よ

う

と

し

て

い

る

大

き

な

間

違

い

だ

よ

ね

！

」

 

  

父

 

「

そ

れ

に

、

日

の

丸

は

、

太

平

洋

戦

争

の

時

の

侵

略

の

シ

ン

ボ

ル

だ

っ

た

か

ら

、

ア

ジ

ア

の

人

々

は

勿

論

、

日

本

国

民

の

中

に

も

複

雑

な

思

い

が

あ

る

ん

だ

。

君

が

代

も

、

日

の

丸

も

、

国

民

の

間

で

、

意

見

が

大

き

く

分

か

れ

て

い

る

か

ら

、

も

っ

と

話

し

合

い

、

全

国

民

が

心

か

ら

喜

ん

で

歌

え

る

国

歌

に

し

た

い

ネ

。

国

旗

も

同

じ

だ

よ

」

 

 

太

郎

「
《

盗

聴

法

》

と

い

う

の

は

、

警

察

が

、

電

話

を

盗

み

聞

き

す

る

こ

と

を

許

す

こ

と

？

」 

  

父

 

「

ま

あ

、

簡

単

に

言

え

ば

そ

う

だ

ネ

。

憲

法

で

保

障

さ

れ

て

い

る

《

通

信

の

秘

密

…

第

二

 
 

 

一

条

・

基

本

的

人

権

》

を

侵

す

こ

と

に

な

る

ね

」

 



 
太

郎

・

花

子

「

そ

ん

な

の

、

絶

対

イ

ヤ

だ

！

な

ぜ

、

み

ん

な

は

反

対

を

し

な

い

の

か

な

ー

。
」 

 
 

 
┌

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
┐

 

 
 

 
│

 
一

九

九

九

年

七

月

十

一

日

（

日

）

第

三

八

九

回

・

憲

法

を

守

る

平

和

行

進

 
 

 
│

 

 
 

 
│

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

浜

松

市

憲

法

を

守

る

会

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
│

 

 
 

 
│

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

事

務

局

 

浜

松

市

紺

屋

町

三

〇

一

～

十

五

│
 


